
○ 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 八 号

介 護 保 険 法 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 第 五 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 指 定 地 域 密 着 型 介 護（ ） 、 。
予 防 サ ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 を 次 の よ う に 定 め 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す るー 、

平 成 十 八 年 三 月 十 四 日

厚 生 労 働 大 臣 川 崎 二 郎

指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準ー

一 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 は 別 表 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ビ ス 介 護 給ー ー、。

付 費 単 位 数 表 に よ り 算 定 す る も の と す る

二 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 は 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単 価 に 別ー 、。

表 に 定 め る 単 位 数 を 乗 じ て 算 定 す る も の と す る

三 前 二 号 の 規 定 に よ り 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 を 算 定 し た 場 合 に お い て そー 、。

の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 金 額 は 切 り 捨 て て 計 算 す る も の と す る、

四 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 に 係 る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 は 前 三ー 、

号 の 規 定 に か か わ ら ず 市 町 村 長 特 別 区 の 区 長 を 含 む 以 下 同 じ の 申 請 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が（ ）

。 。

、 。

認 め た 場 合 に 限 り 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 す る こ と が で き る も の と す る、

別 表

指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 介 護 給 付 費 単 位 数 表

１ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費

（ Ⅰ ）イ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費

（ 1） （ ⅰ ）介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費

所 要 時 間 ３ 時 間 以 上 ４ 時 間 未 満 の 場 合（ 一 ）

a 要 支 援 １ 460単 位

b 要 支 援 ２ 509単 位

所 要 時 間 ４ 時 間 以 上 ６ 時 間 未 満 の 場 合（ 二 ）

a 要 支 援 １ 621単 位

b 要 支 援 ２ 691単 位

所 要 時 間 ６ 時 間 以 上 ８ 時 間 未 満 の 場 合（ 三 ）

a 要 支 援 １ 835単 位

b 要 支 援 ２ 934単 位

（ 2） （ ⅱ ）介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費

所 要 時 間 ３ 時 間 以 上 ４ 時 間 未 満 の 場 合（ 一 ）

a 要 支 援 １ 419単 位

b 要 支 援 ２ 462単 位

所 要 時 間 ４ 時 間 以 上 ６ 時 間 未 満 の 場 合（ 二 ）

a 要 支 援 １ 561単 位

b 要 支 援 ２ 624単 位

所 要 時 間 ６ 時 間 以 上 ８ 時 間 未 満 の 場 合（ 三 ）

a 要 支 援 １ 751単 位

b 要 支 援 ２ 839単 位

（ Ⅱ ）ロ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費

所 要 時 間 ３ 時 間 以 上 ４ 時 間 未 満 の 場 合（ 1）

要 支 援 １ 218単 位（ 一 ）

要 支 援 ２ 230単 位（ 二 ）

所 要 時 間 ４ 時 間 以 上 ６ 時 間 未 満 の 場 合（ 2）

要 支 援 １ 311単 位（ 一 ）

要 支 援 ２ 329単 位（ 二 ）

所 要 時 間 ６ 時 間 以 上 ８ 時 間 未 満 の 場 合（ 3）

要 支 援 １ 435単 位（ 一 ）

要 支 援 ２ 460単 位（ 二 ）

注 １ 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 単 独 型 ・ 併 設

型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 （ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設

備 及 び 運 営 並 び に 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に

関 す る 基 準 （ 平 成 18年 厚 生 労 働 省 令 第 36号 。 以 下 「 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 」 と い

う 。 ） 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 単 独 型 ・ 併 設 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） 又 は 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 （ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー

ビ ス 基 準 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） に お い て 、 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 （ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 ４

条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 っ た 場 合 に 、 当 該 施 設

基 準 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 利 用 者 の 要 支 援 状 態 区 分 に 応 じ て 、 現 に 要 し た 時 間 で は な く 、 介 護 予 防

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 計 画 （ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 42条 に 規 定 す る 介 護 予 防 認 知

症 対 応 型 通 所 介 護 計 画 を い う 。 ） に 位 置 付 け ら れ た 内 容 の 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行

う の に 要 す る 標 準 的 な 時 間 で 、 そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定 す る 。 た だ し 、 利 用 者 の 数 又 は 看 護 職 員

（ 看 護 師 又 は 准 看 護 師 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 若 し く は 介 護 職 員 の 員 数 が 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る

基 準 に 該 当 す る 場 合 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 す る 。

２ 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 利 用 者 に 対 し て 、 所 要 時 間 ２ 時 間 以 上 ３ 時 間 未 満 の 指

定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 う 場 合 は 、 注 １ の 施 設 基 準 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 イ ⑴ 若 し（ 一 ）

く は ⑵ 又 は ロ ⑴ の 所 定 単 位 数 の 1 0 0分 の 70に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す る 。（ 一 ）
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３ 日 常 生 活 上 の 世 話 を 行 っ た 後 に 引 き 続 き 所 要 時 間 ６ 時 間 以 上 ８ 時 間 未 満 の 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対

応 型 通 所 介 護 を 行 っ た 場 合 又 は 所 要 時 間 ６ 時 間 以 上 ８ 時 間 未 満 の 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介

護 を 行 っ た 後 に 引 き 続 き 日 常 生 活 上 の 世 話 を 行 っ た 場 合 で あ っ て 、 当 該 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型

通 所 介 護 の 所 要 時 間 と 当 該 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 前 後 に 行 っ た 日 常 生 活 上 の 世 話 の

所 要 時 間 を 通 算 し た 時 間 （ 以 下 こ の 注 に お い て 「 算 定 対 象 時 間 」 と い う 。 ） が ８ 時 間 以 上 と な る と

き は 、 算 定 対 象 時 間 が ８ 時 間 以 上 ９ 時 間 未 満 の 場 合 は 50単 位 を 、 ９ 時 間 以 上 10時 間 未 満 の 場 合 は

100単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。

４ 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 て 当 該 基 準 に よ る 入

浴 介 助 を 行 っ た 場 合 は 、 １ 日 に つ き 50単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。

５ 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 う 時 間 帯 に 1日 120分 以 上 、 専 ら 機 能 訓 練 指 導 員 の 職 務 に

従 事 す る 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 、 言 語 聴 覚 士 、 看 護 職 員 、 柔 道 整 復 師 又 は あ ん 摩 マ ッ サ ー ジ 指 圧

師 を １ 名 以 上 配 置 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 利

用 者 に 対 し て 、 機 能 訓 練 指 導 員 、 看 護 職 員 、 介 護 職 員 、 生 活 相 談 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、

利 用 者 ご と に 個 別 機 能 訓 練 計 画 を 作 成 し 、 当 該 計 画 に 基 づ き 、 計 画 的 に 機 能 訓 練 を 行 っ て い る 場 合

に は 、 個 別 機 能 訓 練 加 算 と し て 、 １ 日 に つ き 27単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。

６ 次 に 掲 げ る い ず れ の 基 準 に も 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 て 、 低 栄 養 状 態 に あ る 利

用 者 又 は そ の お そ れ の あ る 利 用 者 に 対 し て 、 当 該 利 用 者 の 低 栄 養 状 態 の 改 善 等 を 目 的 と し て 、 個 別

的 に 実 施 さ れ る 栄 養 食 事 相 談 等 の 栄 養 管 理 で あ っ て 、 利 用 者 の 心 身 の 状 態 の 維 持 又 は 向 上 に 資 す る

と 認 め ら れ る も の （ 以 下 こ の 注 に お い て 「 栄 養 改 善 サ ー ビ ス 」 と い う 。 ） を 行 っ た 場 合 は 、 栄 養 改

善 加 算 と し て 、 １ 月 に つ き 100単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。

イ 管 理 栄 養 士 を １ 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。

ロ 利 用 者 の 栄 養 状 態 を 利 用 開 始 時 に 把 握 し 、 管 理 栄 養 士 、 看 護 職 員 、 介 護 職 員 、 生 活 相 談 員 そ の

他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、 利 用 者 ご と の 摂 食 ・ 嚥 下 機 能 及 び 食 形 態 に も 配 慮 し た 栄 養 ケ ア 計 画 を
え ん

作 成 し て い る こ と 。

ハ 利 用 者 ご と の 栄 養 ケ ア 計 画 に 従 い 管 理 栄 養 士 等 が 栄 養 改 善 サ ー ビ ス を 行 っ て い る と と も に 、 利

用 者 の 栄 養 状 態 を 定 期 的 に 記 録 し て い る こ と 。

ニ 利 用 者 ご と の 栄 養 ケ ア 計 画 の 進 捗 状 況 を 定 期 的 に 評 価 す る こ と 。

ホ 別 に 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る 単 独 型 ・ 併 設 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所

介 護 事 業 所 又 は 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 で あ る こ と 。

７ 次 に 掲 げ る い ず れ の 基 準 に も 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 て 、 口 腔 機 能 が 低 下 し て

い る 利 用 者 又 は そ の お そ れ の あ る 利 用 者 に 対 し て 、 当 該 利 用 者 の 口 腔 機 能 の 向 上 を 目 的 と し て 、 個

別 的 に 実 施 さ れ る 口 腔 清 掃 の 指 導 若 し く は 実 施 又 は 摂 食 ・ 嚥 下 機 能 に 関 す る 訓 練 の 指 導 若 し く は 実
え ん

施 で あ っ て 、 利 用 者 の 心 身 の 状 態 の 維 持 又 は 向 上 に 資 す る と 認 め ら れ る も の （ 以 下 こ の 注 に お い て

「 口 腔 機 能 向 上 サ ー ビ ス 」 と い う 。 ） を 行 っ た 場 合 は 、 口 腔 機 能 向 上 加 算 と し て 、 １ 月 に つ き 1 0 0

単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。

イ 言 語 聴 覚 士 、 歯 科 衛 生 士 又 は 看 護 職 員 を １ 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。

ロ 利 用 者 の 口 腔 機 能 を 利 用 開 始 時 に 把 握 し 、 言 語 聴 覚 士 、 歯 科 衛 生 士 、 看 護 職 員 、 介 護 職 員 、 生

活 相 談 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、 利 用 者 ご と の 口 腔 機 能 改 善 管 理 指 導 計 画 を 作 成 し て い る

こ と 。

ハ 利 用 者 ご と の 口 腔 機 能 改 善 管 理 指 導 計 画 に 従 い 言 語 聴 覚 士 、 歯 科 衛 生 士 又 は 看 護 職 員 が 口 腔 機

能 向 上 サ ー ビ ス を 行 っ て い る と と も に 、 利 用 者 の 口 腔 機 能 を 定 期 的 に 記 録 し て い る こ と 。

ニ 利 用 者 ご と の 口 腔 機 能 改 善 管 理 指 導 計 画 の 進 捗 状 況 を 定 期 的 に 評 価 す る こ と 。

ホ 別 に 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る 単 独 型 ・ 併 設 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所

介 護 事 業 所 又 は 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 で あ る こ と 。

８ 利 用 者 が 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 、 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 、 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活

介 護 又 は 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 、 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 を 受 け て い る 間 は

、 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費 は 、 算 定 し な い 。

２ 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 費

イ 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 費 （ １ 月 に つ き ）

要 支 援 １ 4,46 9単 位（ １ ）

要 支 援 ２ 7,99 5単 位（ ２ ）

注 １ 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 （ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 44条 第 １

項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 登 録 し た 者 に つ

い て 、 登 録 者 の 要 支 援 状 態 区 分 に 応 じ て 、 登 録 し て い る 期 間 １ 月 に つ き そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定

す る 。 た だ し 、 登 録 者 の 数 又 は 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 （ 同 項 に 規 定 す る 介 護 予 防

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を い う 。 ） の 員 数 が 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合

は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 す る 。

２ 利 用 者 が 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 、 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 、 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活

介 護 又 は 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 を 受 け て い る 間 は 、 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

費 は 、 算 定 し な い 。

３ 利 用 者 が 一 の 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に お い て 、 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能

型 居 宅 介 護 （ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 43条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 受 け て い る 間 は 、 当 該 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業

所 以 外 の 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 が 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を 行

っ た 場 合 に 、 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 費 は 、 算 定 し な い 。

ロ 初 期 加 算 30単 位

注 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 登 録 し た 日 か ら 起 算 し て 30日 以 内 の 期 間 に つ い て
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は 、 初 期 加 算 と し て 、 １ 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。 30日 を 超 え る 病 院 又 は 診 療 所 へ の 入 院 後

に 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 利 用 を 再 び 開 始 し た 場 合 も 、 同 様 と す る 。

３ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 費

イ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 費 （ １ 日 に つ き ） 831単 位

ロ 介 護 予 防 短 期 利 用 共 同 生 活 介 護 費 （ １ 日 に つ き ） 861単 位

注 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 夜 勤 を 行 う 職 員

の 勤 務 条 件 に 関 す る 基 準 を 満 た す も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生

活 介 護 事 業 所 （ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 70条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 知 症

対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お い て 、 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介

護 （ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 69条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介

護 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 っ た 場 合 に 、 当 該 施 設 基 準 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数

を 算 定 す る 。 た だ し 、 当 該 夜 勤 を 行 う 職 員 の 勤 務 条 件 に 関 す る 基 準 を 満 た さ な い 場 合 は 、 所 定 単 位

数 の 1 0 0分 の 97に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す る 。 な お 、 利 用 者 の 数 又 は 介 護 従 業 者 （ 指 定 地 域 密 着 型

介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 70条 第 １ 項 に 規 定 す る 介 護 従 業 者 を い う 。 ） の 員 数 が 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 す る 。

ハ 初 期 加 算 30単 位

注 イ に つ い て 、 入 居 し た 日 か ら 起 算 し て 30日 以 内 の 期 間 に つ い て は 、 初 期 加 算 と し て 、 １ 日 に つ き

所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。
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